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令和６年秋季 福島市議会 

議会報告会・意見交換会 
 

 

次  第 

１ あいさつ 

 

２ 第１部 議会報告会 

・議会の活動状況報告 

・各常任委員会及び特別委員会の活動状況 

 

３ 第２部 意見交換会 

・出席議員及び参加者による意見交換 

 

ご来場の皆様へのお願い  

１ 会場の写真撮影 

・市議会だよりや市議会ホームページに、ご参加の皆様が写った写真を使用する場合がありま 

すので、ご了承ください。 

２ ご質問 

・第１部の議会報告会に関するご質問は、第２部の意見交換会の時間にて承ります。 

・なるべく多くの皆様にご発言いただくため、発言の際は１回に１項目ずつ３分程度で 

お話いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 島 市 議 会 

資料 
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【別冊資料】 

・福島市議会の概要 

・知ってほしい 福島市議会のこと 
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 令和６年６月から９月までの議会日程 

 

令和６年６月定例会議 

６月３日 本 会 議 

６月７日～13日 本 会 議 （一般質問） 

６月 14日 本 会 議 （一般質問） ・ 委 員 会 

６月 17日～18 日 常 任 委 員 会 

６月 20日 本 会 議 

 

 

令和６年９月定例会議 

９月２日 本 会 議 ・ 委 員 会 

９月６日～10日 本 会 議 （一般質問） 

９月 11日 

 

本 会 議 （一般質問）・ 

決算特別委員会（全体会、複合市民施設分科会） 

９月 12日～13 日 常 任 委 員 会 

９月 17日～18 日 決算特別委員会（分科会） 

９月 19日 決算特別委員会（全体会） 

９月 24日 本 会 議 
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ふくしま 

市議会だより抜粋 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６月定例会議 
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９月定例会議 
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提 出 議 案 一 覧 
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 令和６年６月定例会議 

令和６年６月定例会議提出議案（市長提出議案） 

（令和６年６月３日提出） 

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

議案第７６号 
議案第７７号 
議案第７８号 
議案第７９号 
議案第８０号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
議案第８１号 
 
 
 
 
 
 
 
 
議案第８２号 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

令和 6年度福島市一般会計補正予算（第１号） 
令和 6年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第 1号） 
令和 6年度福島市公設地方卸売市場事業費特別会計補正予算（第 1号） 
令和 6年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算（第 1号） 
福島市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例制定の件 
男女共同参画社会の実現に向けて、人権尊重の視点に立った多様性の理解を

さらに推進するための改正を行う。 
【主な改正内容】 
「性の多様性の尊重」を基本理念に規定 
※性の多様性とは？ 
性的指向（いずれの性別を恋愛感情又は性的な関心もしくは興味の主な対象
とするかしないかを表わすこと）と性自認（自己の性別についての認識）が多様
であること 

（令和６年７月１日から施行） 

 
福島市個人番号カードの利用に関する条例制定の件 
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

１８条の規定に基づき、地域住民の利便性の向上に資する事務にマイナンバーカ
ードを活用するため、条例を設ける。 
【主な内容】 
対象事務 ： 高齢者の公共交通利用にかかる助成事業 
※タクシー利用にかかる運賃助成に、マイナンバーカードを活用するもの 
（公布の日から起算して３か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行）  
 
福島市税条例の一部を改正する条例制定の件 
地方税法等の一部改正に伴い、寄附金控除及びわがまち特例割合を定める規

定を見直すとともに、災害による税の減免を職権で行うことができる規定を新た
に設ける改正を行う。 
【主な改正内容】 
（１）個人市民税 
公益活動に自らの財産を提供した場合の寄附金控除の適用対象を拡大 

 

 

 

 

※新たな公益活動にかかる控除対象のイメージ 

・学生寮を運営する事業に土地を信託するケース 

・絵画を美術館に信託して展示するケース 

（２）固定資産税 

＜バイオマス発電設備にかかるわがまち特例措置の見直し＞ 

 

 

 

 

 

 
（３）市民税・固定資産税共通 
大規模災害時に当事者の申告なしに減免できる規定を設ける 
※当事者による申告の原則の例外として規定 

（公布の日から施行） 
※ただし、（１）は、公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年１月１日から施行  
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８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第８３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第８４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第８５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

宅地造成及び特定盛土等規制法の規制開始による、審査事項の追加など業

務量の増加を鑑み、審査手数料等の見直しを図る改正を行う。 

【主な改正内容】 

国が示した平均処理時間数及び算定方法による額に見直し 

※改正前の手数料と比較し、２～６割の増 

例）切土又は盛土の面積５００㎡以内の許可申請手数料 

（改正前）12,000 円 ⇒（改正後）16,000 円（約３割増） 

(令和６年９月１日から施行） 

 

福島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関

する条例の一部を改正する条例制定の件 

令和６年度税制改正による地方拠点強化税制の適用延長により、福島県地方

活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト（地域再生計画）の認定期間

が延長されたことから、課税の特例措置を延長する改正を行う。 

【主な改正内容】 

適用期限２年延長 令和８年３月３１日まで 

※特例措置とは？ 

東京２３区から本社機能を移転する場合などに、地域再生計画にかかる福島県

の認定があれば、固定資産税の３年間課税免除等の優遇 措置が受けられるもの  

（公布の日から施行（適用は令和６年４月１日）） 

 

福島市市民センター条例制定の件 

 福島市市民センターを設置するため、条例を設ける。 

【主な内容】 

(１)所 在 地 五老内町３番１号 

(２)開館時間 午前９時～午後９時 

(３)休 館 日 １２月２９日～翌年１月３日 

(４)使用時間 １回あたり３時間以内 

(５)使 用 料 下記のとおり 

※営利目的の場合、規定の使用料の３倍の額を徴収 

（公布の日から起算して６か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行）  
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１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 

 

 

 

 

議案第８６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第８７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第８８号 

 

 

 

 

福島市役所本庁舎駐車場条例制定の件 

福島市市民センターの整備に併せ、本庁舎駐車場の適正な利用を図るた

め、使用料等を定めた条例を設ける。 

【主な内容】 

＜駐車場使用料＞ 

 

 

 

 

 

※１ ２４時間入出庫可 

※２ 本庁舎への用務・市民センターの貸室利用での来庁者の駐車が、３時

間を超えた場合の使用料は全額減免 

(福島市市民センター条例の施行の日から施行) 

 

福島市学習センター条例の一部を改正する条例制定の件 

中央学習センターの移転に併せ、学習センターの使用料の見直しを図る改

正を行う。 

【主な改正内容】 

(１)中央学習センター所在地の変更 

（現在地）松木町１番７号 ⇒（移転先）五老内町３番１号 

(２)使用料（下記のとおり：中央学習センターを除く） 

※１ 施設のランニングコスト、面積等を勘案し、料金を改定 

※２ 中央学習センターは、市民センター貸室を使用 

((１)は、福島市市民センター条例の施行の日から、（２）は、令和７年１月

４日から施行) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例制定の件 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 
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１４ 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

１６ 

 

 

 

 

 

 

１７ 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 

 

 

 

 

１９ 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第８９号 

 

 

 

 

議案第９０号 

 

 

 

 

議案第９１号 

 

 

 

 

 

 

議案第９２号 

 

 

 

 

 

 

 

議案第９３号 

 

 

 

 

議案第９４号 

 

 

 

 

議案第９５号 

 

 

 

 

議案第９６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定の件 

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要

の改正を行う。 

 

福島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定の件 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い、所要の改正を行う。 

 

福島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

 

福島市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例制定の件 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、所要の改正を行う。 

【8８号～９２号議案の主な改正内容】 

国の基準改正原稿に誤りがあり、引用条項等を修正するもの 

（公布の日から施行） 

 

福島市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定の件 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育職員の

配置基準の見直しを図る改正を行う。 

 

福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例制定の件 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育職

員の配置基準の見直しを図る改正を行う。 

 

福島市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準

の一部改正に伴い、保育職員の配置基準の見直しを図る改正を行う。 

 

福島市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条

例の一部を改正する条例制定の件 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定

める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育職員の配置基

準の見直しを図る改正を行う。 

 

【９３号～９６号議案の主な改正内容】 

保育職員の配置基準の見直し（下記のとおり） 

（公布の日から施行） 
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２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第９７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第９８号 

 

 

 

 

議案第９９号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件 

課税限度額の引上げ、減額措置に係る軽減判定所得の基準額の見直し及び

税率の見直し等を行うための改正を行う 

【主な改正内容】 

(１) 課税限度額の引上げ 

(改正前）１０４万円 ⇒ (改正後)１０６万円 

(２) 軽減判定所得の基準額見直し ⇒ ２割および５割軽減判定の基準額を

引上げ 

(３)保険税率の見直し 

 

 

 

 

 

 

（公布の日から施行） 

 

東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の一

部を改正する条例制定の件 

東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免について、国の

方針に準拠し、期間を延長する改正を行う。 

 

東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を

改正する条例制定の件 

東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免について、国の方針

に準拠し、期間を延長する改正を行う。 

【９８号～９９号議案の主な改正内容】 

＜減免の対象範囲＞ 

(１) 帰還困難区域と上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者 

  ⇒令和６年度相当分の保険税（料）額（全額減免） 

※平成 27 年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く 

(２）令和５年４月２日～令和６年３月３１日までに指定が解除された、旧 

特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者 

  ⇒令和６年４～９月分の保険税（料）額（月割減免） 

(２) (１)(２)に該当する区域の者で、令和５年度末に国民健康保険 (介護 

保険)に加入した被保険者 

  ⇒納期限が令和６年４月以後となる令和５年度相当分の保険税（料）額 

(全額減免) 

（公布の日から施行） 
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２５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２７ 
 
 
 
 
 
 
２８ 
 
 
 
 
29 
 
30 
 
31 
 
32 
 
33 
 
34 
 
35 
 
36 
 
37 
 

３８  

議案第１００号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議案第１０１号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議案第１０２号 
 
 
 
 
 
 
議案第１０３号 
 
 
 
 
報告第４号 
 
報告第５号 
 
報告第６号 
 
報告第７号 
 
報告第８号 
 
報告第 9号 
 
報告第１０号 
 
報告第１１号 
 
報告第１２号 
 

報告第１３号 

福島市水道条例の一部を改正する条例制定の件 
感染症対応能力の強化、災害発生時における早急な復旧支援等を図ること

を目的に水道法の一部が改正されたことから、所要の改正を行う。 
【主な改正内容】 
＜水道 給水装置の修繕にかかる所管替え＞ 
(改正前)厚生労働省 ⇒ (改正後) 国土交通省 

※(参考)水道法改正による厚生労働省から他省庁への一部移管 
水質又は衛生に関する水道行政を環境省へ、それ以外の水道整備・管理 
行政を国土交通省へ移管 

（公布の日から施行） 
 
福島市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管
理者の資格基準に関する条例及び福島市専用水道に係る水道技術管理者の資
格基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

水道法施行令の一部改正及び感染症対応能力の強化、災害発生時における
早急な復旧支援等を図ることを目的に水道法施行規則の一部が改正されたこ
とから、所要の改正を行う。 
【主な改正内容】 
(１)水道技術管理者 に必要な講習を実施する者の登録者 

(改正前)厚生労働大臣 ⇒(改正後)国土交通大臣及び環境大臣 
(２)布設工事監督者の資格要件の見直し 

例)大学・高校・短大・専門学校卒の場合 
(改正前)土木科 ⇒ (改正後)土木科／機械科／電気科 

((１)は公布の日から、(２)は令和７年４月１日から施行) 
 
工事請負契約の件（重要文化財旧広瀬座再整備工事（電気設備工事）） 

重要文化財旧広瀬座再整備工事(電気設備工事)について、請負契約を締結
する。 
(１)契約金額 ２０３，３９０，０００円 
(２)契約の相手方 株式会社 髙電 代表取締役 高橋 輝男 
(３)履行期限 令和８年１月９日 
 
専決処分承認の件 

急を要するので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき市長が専決
処分をしたものについて、承認を求める。 
(１)福島市税条例の一部を改正する条例制定の件（専決第６号） 
 
福島市一般会計予算の継続費繰越しの件 
 
福島市一般会計予算の繰越明許費繰越しの件 
 
福島市一般会計予算の事故繰越しの件 
 
福島市水道事業会計予算の継続費繰越しの件 
 
福島市水道事業会計予算の繰越しの件 
 
福島市下水道事業会計予算の繰越しの件 
 
福島市公設地方卸売市場事業費特 別会計予算の継続費繰越しの件 
 
福島市工業団地整備事業費特別会計予算の継続費繰越しの件 
 
市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件 
 

専決処分報告の件 
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令和６年６月定例会議提出議案（市長提出議案、追加分） 

（令和６年６月１４日提出） 

１ 

 

２ 

議案第１０４号 

 

議案第１０５号 

令和 6年度福島市一般会計補正予算（第 2号） 

 

工事請負契約の件（令和６年度市営住宅除却工事（下釜団地）） 

令和６年度市営住宅除却工事（下釜団地）について、請負契約を締結

する。 

(１)契約金額   ２０３，０４０，２００円 

(２)契約の相手方 阿部建材工業 株式会社 代表取締役 阿部 茂之 

(３)履行期限   令和７年３月１４日 
 
 

令和６年６月定例会議提出議案（委員会、議員提出議案） 

（令和６年６月２０日提出） 

１ 

 

2 

 

３ 

 

 

４ 

 

５ 

議案第１０６号 

 

議案第１０７号 

 

議案第１０８号 

 

 

議案第１０９号 

 

議案第１１０号 

加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書 

 

地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を

求める意見書 

 

学校給食費の無償化を実施することを求める意見書 

 

議案第 104 号 令和６年度福島市一般会計補正予算に対する附帯決議提出

の件 
 
 

令和６年９月定例会議 

令和６年９月定例会議提出議案（市長提出議案） 

（令和６年９月２日提出） 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

 

１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１１１号 

議案第１１２号 

議案第１１３号 

議案第１１４号 

議案第１１５号 

議案第１１６号 

議案第１１７号 

議案第１１８号 

議案第１１９号 

議案第１２０号 

議案第１２１号 

 

議案第１２２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度福島市一般会計補正予算（第３号） 

令和６年度福島市一般会計補正予算（第４号） 

令和６年度福島市水道事業会計補正予算 

令和６年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算 

令和６年度福島市土地区画整理事業費特別会計補正予算 

令和６年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算 

令和６年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算 

令和５年度福島市各会計歳入歳出決算認定の件 

令和５年度福島市水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件 

令和５年度福島市下水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件 

令和５年度福島市農業集落排水事業会計決算認定の件 

 

福島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例制定の件 

児童手当法の一部改正に伴い、児童手当支給にかかる所得制限が撤廃さ

れることから、特定個人情報の取扱いの見直しを行う。 

【主な改正内容】 

特定個人情報の利用対象から特例給付を削除 
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１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１２３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１２４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１２５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 特例給付とは？ 

児童手当の支給要件を超える所得がある方に、特例（所得上限あり）で

月額 5,000 円を支給するもの 

※２ 児童手当における特定個人情報の利用とは？ 

市が、申請書等の審査のため、所得情報等について公簿等の確認を行う

こと又は関連する業務に児童手当の支給情報を提供し、申請者の負担軽

減を図るもの 

(令和６年１０月１日から施行) 

 

福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

災害の発生又は発生のおそれにより、市外の 地方公共団体の区域 へ派

遣され災害応急作業等に従事する職員に特殊勤務手当を支給するための改

正を行う。 

【主な改正内容】 

災害応急作業等派遣手当を新設 

※１ 災害応急作業等 とは？ 

被災した住家等の罹災証明に関わる被害認定調査や避難所等の運営支援

など 

※２ 手当額は？ 

日額 710 円 

（令和６年能登半島地震など大規模な災害の場合 日額 1,080 円） 

(公布の日から施行(適用は令和６年１月１日)) 

 

福島市長の調査等の対象となる法人を定める条例の一部を改正する条例制

定の件 

地方自治法施行令の規定に基づき、市が経営状況を確認し議会に報告す

る必要のある法人が吸収合併により消滅したため、削除する改正を行う。 

【主な改正内容】 

対象から株式会社福島テクノサービスを削除 

※対象の法人は？ 

本市が資本金等を４分の１以上２分の１未満出資し、当条例で定めた法

人等 

(公布の日から施行) 

 

公衆浴場事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定の件 

公衆浴場の持続可能な経営のため、入浴料を見直すとともに、温泉地の

活性化と利用促進を図るため、 柔軟な企画券の発行や営業時間の設定が

できる新たな仕組みを導入する改正を行う。 

【主な改正内容】 

 (１)入浴料の値上げ 
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１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１２６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)市、財産区及び指定管理者が、市民や観光客のニーズ等に対応した企

画券を柔軟に発行できる規定を新設 

(３)市及び財産区が、市民や観光客のニーズ等に合わせて柔軟に営業時間

等を設定できるよう、開館時間・休館日を条例でなく規則で規定 

((１)(２)は、令和７年２月１日から施行し、(３)は公布の日から施行) 

 

＜休館日・開館時間を規則で変更予定の施設＞ 

(１)飯坂町公衆浴(令和７年２月１日から開館時間等を変更予定) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

〇休館日：月曜日（鯖湖湯 

火曜日（波来湯・八幡の湯） 

水曜日（天王寺穴原湯） 

木曜日（大門の湯・仙気の湯） 

金曜日（導専の湯・十綱湯） 

祝日の際は営業、振替休日なし 

(２)茂庭公園関係施設（令和７年４月１日から休業日・開業時間を変更予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島市飯坂地区温泉施設設置条例の一部を改正する条例制定の件 

老朽化が著しく維持管理が困難で、利用者の安全安心が危惧される切湯

を廃止する改正を行う。 

(令和６年１１月１５日から施行) 
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１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 

 

 

 

 

 

１９ 

 

 

 

 

 

 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 

 

 

 

 

 

 

２３ 

 

 

 

 

 

議案第１２７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１２８号 

 

 

 

 

 

議案第１２９号 

 

 

 

 

 

 

議案第１３０号 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１３１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１３２号 

 

 

 

 

 

 

議案第１３３号 

 

 

 

 

 

飯坂町財産区温泉供給条例の一部を改正する条例制定の件 

老朽化した設備の更新等に必要な財源を確保するため、温泉使用料を値

上げする改正を行う。 

【主な改正内容】 

＜温泉使用料（毎分１リットルあたり）＞ 

(改正前)                (改正後) 

月額 5,800 円(税込 6,380 円) ⇒ 月額 6,000 円(税込 6,600 円) 

（令和７年４月１日から施行） 

 

福島市農業・農村振興条例の一部を改正する条例制定の件 

食料・農業・農村基本法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

【主な改正内容】 

条例中で引用する条項の修正 

(公布の日から施行) 

 

福島市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定

の件 

児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

【主な改正内容】 

条例中で引用する条項の修正 

(令和６年１１月１日から施行） 

 

福島市子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準

を定める条例を廃止する条例制定の件 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、幼児教育・保育の無償化の対

象となる認可外保育施設の基準を規定する条例設置の根拠規定が削除され

たため、当条例を廃止する。 

※条例廃止後は、子ども・子育て支援法で規定する基準を適用 

(令和６年１０月１日から施行) 

 

福島市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、現行の被保険者証の

廃止に向けて、国民健康保険法の一部が改正されたことから、罰則にかか

る規定の見直しを行う。 

【主な改正内容】 

罰則の対象から「被保険者証の返還に応じない者」を削除 

※罰則とは？ 

「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」への切り替えが必要な

者が被保険者証の返還に応じない場合に過料を科すもの 

(令和６年１２月２日から施行) 

 

福島県後期高齢者医療広域連合規約変更の件 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律の施行に伴い、被保険者証等が令和６年１２月

２日以降発行されなくなるため、所要の改正を行う。 

【変更内容】規約の被保険者証に係る文言を修正する 

(令和６年１２月２日から施行) 

 

市道路線の認定及び廃止の件 

一般公共の用に供するため５路線を認定する。また、１路線を廃止す

る。 

(１)路線数 ８，０２５本 → ８，０２９本 

(２)市道延長 約２，９６６．９ ㎞ → 約２，９６７．１ ㎞ 

 



- 22 - 
 

２４ 

 

 

 

 

 

 

 

２５ 

 

 

 

 

 

２６ 

 

 

 

 

２７ 

 

 

 

２８ 

 

 

 

 

 

２９ 

 

 

 

 

 

 

 

３０ 

 

 

 

 

 

３１ 

 

 

 

 

 

３２ 

 

 

 

 

議案第１３４号 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１３５号 

 

 

 

 

 

議案第１３６号 

 

 

 

 

議案第１３７号 

 

 

 

議案第１３８号 

 

 

 

 

 

議案第１３９号 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１４０号 

 

 

 

 

 

議案第１４１号 

 

 

 

 

 

議案第１４２号 

 

 

 

 

工事請負契約の件（（仮称）もりあい認定こども園本体建築工事） 

（仮称）もりあい認定こども園本体建築工事設計・施工一括発注 につ

いて、請負契約を締結する。 

(１)契約金額 ９８３，４００，０００円 

(２)契約の相手方 大丸・土田・イズミ異業種特定建設工事共同企業体 

代表者 （株）大丸工務店 代表取締役 大和田 知昭 

(３) 履行期限 令和８年１月３０日 

 

工事請負契約の件（こむこむ館屋根等改修工事） 

こむこむ館屋根等改修工事について、請負契約を締結する。 

(１)契約金額 ５７８，６００，０００円 

(２)契約の相手方 亀谷建設株式会社 代表取締役 五十嵐 宏夫 

(３)履行期限 令和８年１２月２８日 

 

工事請負契約の一部変更の件 

（（仮称）市民センター整備事業 本体電気設備工事） 

施工工程に変更が生じたため、工事期限を変更する。 

(１)工事期限 令和６年１１月２９日 → 令和７年２月１４日 

 

工事請負契約の一部変更の件（杉妻小学校南校舎外壁等改修工事） 

工事内容の変更に伴い、契約金額を変更する。 

(１)契約金額 １８９，２００，０００円 → ２０７，１９８，２００円 

 

財産取得の件（四季の里駐車場拡張事業用地） 

四季の里駐車場拡張事業用地を取得する。 

(１)面  積 ５，２００㎡ 

(２)取 得 先 阿部 博 ほか１名 

(３)取得金額 ２２，４６４，０００円 

 

財産取得の件（矢野目小学校特別教室棟） 

矢野目小学校特別教室棟 に供するものとして、建物を 取得する。 

(１)所    在 福島市南矢野目字関端２番１号 

(２)構    造 軽量鉄骨造 ２階建 

(３)床   面 積 ６４３㎡ 

(４)取 得 先 日成ビルド工業株式会社 郡山支店 支店長 中野 孝昭 

(５)取得予定 金額 ２３５，９９８，４００円 

 

財産取得の件（消防ポンプ自動車） 

福島市消防団第９分団の消防ポンプ車を１台更新する。 

(１)契約金額 ２２，８８０，０００円 

(２)契約の相手方 株式会社ネイチャー 代表取締役 山本 務 

(３)納  期 令和８年３月３１日 

 

財産取得の件（はしご付消防車） 

福島南消防署のはしご付消防車を１台更新する。 

(１)契約金額 ２４７，９４０，０００円 

(２)契約の相手方 株式会社モリタ仙台支店 支店長 髙岡 雄二 

(３)納  期 令和７年３月３１日 

 

財産取得の件（高規格救急自動車） 

福島消防署の高規格救急自動車を１台更新する。 

(１)契約金額 ３８，５００，０００円 

(２)契約の相手方 福島トヨタ自動車株式会社 福島店 店長 齋藤 康二 

(３)納  期 令和７年３月３１日 
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３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３５ 

 

３６ 

 

３７ 

 

３８ 

 

３９ 

 

４０ 

 

４１ 

 

４２ 

議案第１４３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１４４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第１６号 

 

報告第１７号 

 

報告第１８号 

 

報告第１９号 

 

報告第２０号 

 

報告第２１号 

 

報告第２２号 

 

報告第２３号 

財産処分の件（笹谷市有地） 

福島市笹谷地内に所在する市有地について、医療施設を核とした施設用

地として処分する。 

(１)所  在 福島市笹谷字片目清水３６番１ほか 

(２)面  積 ２６，００３．２３㎡ 

(３)処 分 額 １，２２０，０００，０００円 

(４)処 分 先 社会医療法人 福島厚生会（事業所名 福島第一病院） 

理事長 星野 俊吾 

 

財産処分の件（南矢野目市有地） 

福島市南矢野目地内に所在する市有地について、商業施設を核とした施

設用地として処分する。 

(１)所  在 福島市南矢野目字中谷地３３番地 

(２)面  積 ２８，５０３．１３㎡ 

(３)処 分 額 ２，０００，０００，０００円 

(４)処 分 先 イオンタウン株式会社 

代表取締役 加藤 久誠 

 

福島市一般会計予算の継続費精算の件 

 

福島市下水道事業会計予算の継続費精算の件 

 

令和５年度福島市健全化判断比率及び資金不足比率報告の件 

 

福島市農業・農村振興条例に基づく年次報告の件 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく報告の件 

 

福島市中小企業振興基本条例に基づく報告の件 

 

市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件 

 

専決処分報告の件 
 
 

令和６年９月定例会議提出議案（市長提出議案、追加分） 

（令和６年９月１１日提出） 

１ 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

議案第１４５号 

 

 

 

 

 

 

議案第１４６号 

 

工事請負契約の一部変更の件 

((仮称)市民センター整備事業 本体建築工事) 

 福島市工事請負契約約款第２６条第６項(インフレスライド条項)の適用

に伴い、契約金額を変更する。 

(１) 契約金額 

３，４４５，１８１，３００円 → ３，５１０，７６０，０００円 

 

工事請負契約の一部変更の件 

((仮称)市民センター整備事業 屋外給排水衛生設備等工事) 

 工事内容の変更に伴い、契約金額等を変更する。 

(１) 契約金額 

１１３，３００，０００円 → １６５，４５６，５００円 

(２) 工事期限 

令和６年９月３０日 → 令和７年２月１４日 
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令和６年９月定例会議提出議案（市長提出議案、追加分） 

（令和６年９月２４日提出） 

１ 

 

2 

 

3 

 

４ 

議案第１４７号 

 

議案第１４８号 

 

議案第１４９号 

 

議案第１５０号 

教育委員会委員任命の件 

 

財産区管理委員選任の件(土湯温泉町財産区) 

 

財産区管理委員選任の件(飯坂町財産区) 

 

人権擁護委員候補者推薦の件 

 
 

令和６年９月定例会議提出議案（委員会、議員提出議案） 

（令和６年９月２４日提出） 

１ 議案第１５１号 地域の認知症施策の充実を求める意見書提出 

 


